
�愛媛県告示第２３２７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び四

国中央市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供す

る。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

星高製紙株式会社

四国中央市金生町下分３５０番地

代表取締役 星川修

２ 事業場の名称及び所在地

星高製紙株式会社上分工場

四国中央市上分町字金沢１１８４－１

３ 特定施設に関する事項

� �１パルパー

� 損紙パルパー

平成１６年１１月２６日金曜日 第１６１３号

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社

� 目 次 �
告 示

○ 瀬戸内海環境保全特別措置法第５条による特定施設の設置の

許可申請の概要（２件）……………………………………………１１６９

○ 民生委員の定数………………………………………………………１１７３

○ 指定養育医療機関の指定……………………………………………１１７４

○ 指定居宅支援事業者の指定（３件）………………………………１１７４

○ 大規模小売店舗の変更の届出の概要等……………………………１１７４

○ 新たな土地改良事業の施行の関係書類の縦覧……………………１１７５

○ 市営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧………………………１１７５

○ 市営土地改良事業の計画の変更等の同意…………………………１１７５

○ 保安林予定森林………………………………………………………１１７５

○ 建設業者の許可の取消し……………………………………………１１７６

○ 愛媛県普通河川管理条例に基づく認定河川の廃止（２件）……１１７７

○ 公有水面埋立免許……………………………………………………１１７８

○ 公共測量の実施の通知………………………………………………１１８０

○ 開発行為に関する工事の完了………………………………………１１８０

○ 道路の位置の指定……………………………………………………１１８０

○ 公営住宅法施行令第２条第１項第４号に規定する数値の変更…１１８０

○ 愛媛県証紙売りさばき人の指定……………………………………１１８０

公 告

○ 争議行為の通知の公表………………………………………………１１８１

○ 砂利採取業務主任者試験の合格者の発表…………………………１１８１

教育委員会告示

○ 公立博物館の登録……………………………………………………１１８１

告 示

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１，８００キログラム処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 １２時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．５～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０，０００

最大 ８５，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５００

最大 ６００

備考 解離、溶解させたパルプは全量を次の工程へ送る。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第２３号イ 原料浸せき施設

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２３号イ 原料浸せき施
設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり３００キログラム処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し
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� 傾斜エキストラクター

� Ａ型トロンメル

� 高濃度クリーナー

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．５～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０，０００

最大 ４５，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０

最大 ３０

備考 解離、溶解させた損紙は全量を次の工程へ送る。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２３号ヘ パルプ洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり５０トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．５～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，０００

最大 １，０４０

備考 脱水された原料は次工程に送られ、排水はトロンメルにより紙
料の回収がされる。

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２３号ヘ パルプ洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり１，３００～１，８００リットル処
理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．５～８．２

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２３号ヘ パルプ洗浄施
設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１．２トン処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～８．０

最大 ５．５～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４５０

最大 ５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，０００

最大 １，０４０
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� １号抄紙機

４ 汚水等の処理施設に関する事項

�１凝集沈殿槽

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１工場排水口

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ４２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １００

最大 １０５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２３号チ 抄紙施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり２０～２００メートル抄紙

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．０

最大 ５．０～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １００

最大 １２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，５００

最大 １，６５０

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 着工後３ヶ月

使用開始の予定年月日 完成の翌日

処 理 施 設 の 種 類 製紙排水処理施設

処 理 施 設 の 型 式 凝集沈殿方式

処 理 施 設 の 構 造 鋼鉄製円筒型

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径 ９．６６メートル
高さ ９．１４４メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり５，０００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．０

最大 ５．０～８．０

通常 ６．０～７．５

最大 ５．８～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １４０

最大 １５０

通常 ２５

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

通常 ２２

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２５

通常 ４．５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２．０

最大 ３．０

通常 ０．９

最大 １．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，７００

最大 ２，９００

通常 ２，７００

最大 ２，９００

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～７．５

最大 ５．８～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２５

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２２

最大 ３０
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�愛媛県告示第２３２８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び東

温市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

国立大学法人愛媛大学

松山市道後樋又１０番１３号

愛媛大学長 小松正幸

２ 事業場の名称及び所在地

国立大学法人愛媛大学医学部

東温市志津川

３ 特定施設に関する事項

� 病院用洗面化粧台（２基）

� 業務用流し台

� サイホンゼット汚物流し

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第７１の２号イ 洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１０６リットル使用

工事の着手予定年月日 平成１７年１月２４日

工事の完成予定年月日 平成１７年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１７年２月１４日

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 １時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１１

最大 １～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３１８

最大 ０．３１８

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第７１の２号イ 洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１６リットル使用

工事の着手予定年月日 平成１７年１月２４日

工事の完成予定年月日 平成１７年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１７年２月１４日

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 １時間

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．５

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．９

最大 １．５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，７００

最大 ２，９００

備考 他に雨水排水口が３ヶ所ある。

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第７１の２号イ 洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり９リットル使用

工事の着手予定年月日 平成１７年１月２４日

工事の完成予定年月日 平成１７年１月３１日

使用開始の予定年月日 平成１７年２月１４日

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 １時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１１

最大 １～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．０５４

最大 ０．０５４
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

実験排水処理施設

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�������
�愛媛県告示第２３２９号
民生委員法（昭和２３年法律第１９８号）第４条の規定に基づ

き、民生委員の定数を次のように定め、平成１６年１２月１日か

ら施行し、民生委員の定数（平成１３年８月愛媛県告示第１４１６

号）は、平成１６年１１月３０日限り、廃止する。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

設 置 年 月 日 昭和５０年７月２日

処 理 施 設 の 種 類 薬品排水処理施設

処 理 施 設 の 型 式 接触酸化方式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦 ５３．５メートル
横 ８．６５メートル
高さ ８．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６００立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 接触酸化＋凝集沈殿＋砂ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１１

最大 １～１４

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

通常 ２０

最大 ２０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，０００

最大 ２，２００

備考 この他に雨水排水口が５ヶ所ある。
処理後の排水の一部を中水として再利用する。

市 町 村 名 定数（人） 市 町 村 名 定数（人）

今 治 市 ２２７ 小 田 町 ２３

宇 和 島 市 １７６ 久 万 高 原 町 ６７

八 幡 浜 市 １０４ 松 前 町 ６１

新 居 浜 市 ２９４ 砥 部 町 ３７

西 条 市 ２９７ 広 田 村 １０

大 洲 市 １０４ 中 山 町 １８

伊 予 市 ６３ 双 海 町 ２１

北 条 市 ６９ 長 浜 町 ３５

四 国 中 央 市 ２２３ 内 子 町 ３８

西 予 市 １６４ 五 十 崎 町 １５

東 温 市 ６３ 肱 川 町 １５

朝 倉 村 １３ 河 辺 村 ９

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ３～１１

最大 １～１４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．０４８

最大 ０．０４８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 １６

通常 ２

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６００

最大 ６００

通常 ６００

最大 ６００

愛 媛 県 報平成１６年１１月２６日 第１６１３号

１１７３



�������
�愛媛県告示第２３３０号
母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２０条第５項の規定

により、養育医療を担当させる機関を次のとおり指定した。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３３１号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業を廃

止した旨の届出があった。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３３２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事

業を廃止した旨の届出があった。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３３３号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の２０の規定により、指定居宅支援事業者から次のとおり指定居宅支援事業

を廃止した旨の届出があった。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３３４号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第

指 定
番 号 開 設 者 名 称 所 在 地 指 定

年 月 日

５５ 西 条 市 西条市立周桑病
院

西条市壬生川１３１
番地

平成１６年
１１月２日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３０００６８１１７ 社会福祉法人北条市社会福祉協議会
北条市別府９３７番地
１ 杉 野 靖 夫 児童居宅介護 北条市社協指定居宅

介護事業所
北条市別府９３７番地
１

平成１６年
１０月３１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１０００７４１１７ 社会福祉法人北条市社会福祉協議会
北条市別府９３７番地
１ 杉 野 靖 夫 身体障害者居

宅介護
北条市社協指定居宅
介護事業所

北条市別府９３７番地
１

平成１６年
１０月３１日

３８０００１００１１２１１５ 社会福祉法人中島町社会福祉協議会
温泉郡中島町大字大
浦３０８１番地２ 忽 那 正二郎 身体障害者居

宅介護
社会福祉法人中島町
社会福祉協議会指定
居宅介護事業所

温泉郡中島町大字大
浦３０８１番地２

平成１６年
１０月３１日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
廃止に係る指定居宅支援事業所 届 出

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２０００９０１１２ 社会福祉法人北条市社会福祉協議会
北条市別府９３７番地
１ 杉 野 靖 夫 知的障害者居

宅介護
北条市社協指定居宅
介護事業所

北条市別府９３７番地
１

平成１６年
１０月３１日

３８０００２００１２８１１０ 社会福祉法人中島町社会福祉協議会
温泉郡中島町大字大
浦３０８１番地２ 忽 那 正二郎 知的障害者居

宅介護
社会福祉法人中島町
社会福祉協議会指定
居宅介護事業所

温泉郡中島町大字大
浦３０８１番地２

平成１６年
１０月３１日

玉 川 町 １８ 保 内 町 ３２

波 方 町 ２０ 伊 方 町 ２７

大 西 町 １６ 瀬 戸 町 １７

菊 間 町 ２２ 三 崎 町 ２１

吉 海 町 ２０ 吉 田 町 ３８

宮 窪 町 １４ 三 間 町 ２６

伯 方 町 ２１ 広 見 町 ４１

上 浦 町 １５ 松 野 町 ２０

大 三 島 町 ２０ 日 吉 村 ８

関 前 村 ７ 津 島 町 ４３

上 島 町 ２９ 愛 南 町 ９３

中 島 町 ２９
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�愛媛県告示第２３３５号
四国中央市豊岡町土地改良区から認可申請のあった新たな

土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・上五良野

地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８

条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する

。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・上五良野地区）計画書の写し

� 四国中央市豊岡町土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１１月２９日から１２月２７日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所

�������
�愛媛県告示第２３３６号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（ため池等整備

事業・カシヤ熊地区）の施行は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項におい

て準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係

書類を縦覧に供する。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（ため池等整備事業・カシヤ熊地区

）計画書の写し

� 今治市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年１１月２９日から１２月２７日まで

３ 縦覧場所

今治市役所

�������
�愛媛県告示第２３３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、四国中央市から協議のあった土地改良事業（県

単独補助土地改良事業（農道）・神ノ内地区）の計画の変更

に平成１６年１１月１０日同意した。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２３３８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

３項において準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産業経済部商工労政課並びに大洲市役所において告

示の日から４月間縦覧に供する。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有

する者は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び八幡浜地方局産

業経済部商工労政課並びに大洲市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

マルナカ大洲店 大洲市若宮１１１６番１
外

大規模小売店舗を設置する
者及び当該大規模小売店舗
において小売業を行う者の
代表者の氏名

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 芳彦

株式会社マルナカ
代表取締役
中山 芳彦

有限会社カマダカ
メラ
代表取締役
鎌田 計二

堤製パン株式会社
代表取締役
堤 敏朗

平成１６年
１１月１１日

平成１６年
１１月１１日
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越智郡玉川町大字龍岡上字タニノヲク丙４５、字力石丁

２２６の４１、字ヤゲン谷丁４３５の３、字イノコ谷丁４３９の

１４、大字木地字ニノ郷己１１２の３、字上ミ成己７１０の１

、己７１４、字茶センボ己７３１の１、字シヨロ己７３３、字

ドロボヤシキ己７３５、字ユノ谷辛１４の１８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

東温市明河字海上第１号５５９の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁並

びに東温市役所及び玉川町役場に備え置いて縦覧に供する。

）

�愛媛県告示第２３３９号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１４）第１０５９６号 平成１４年
８月１０日 林鉄工所 林 秀夫 松山市姫原２－６－５３ 平成１６年１０月４日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１４）第１５００１号 平成１４年
５月１３日 松山コンステック� 松岡 彰彦 松山市本町２－１－７ 平成１６年

１０月４日

土木工事業
左官工事業
とび・土工工事業
屋根工事業
鋼構造物工事業
板金工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１２）第１１０２７号 平成１２年
１１月１３日 �東亜電設 橋本 久子 松山市南吉田町３２７－

６
平成１６年
１０月５日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１３）第１１１９６号 平成１３年
７月１３日 日建プラント� 辻 秀治 松山市枝松６－１２－１５ 平成１６年１０月５日 土木工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１１）第１７６２号 平成１２年
３月１５日 �岡本工務店 岡本 敏夫 北宇和郡松野町大字吉

野２４４７
平成１６年
１０月６日

土木工事業
建築工事業
管工事業
造園工事業

建設業の廃止

（般－１１）第７０２６号 平成１２年
１月２２日 大協設備� 山本 敏男 今治市延喜字畑井田甲

２９８－１
平成１６年
１０月１４日 消防施設工事業 建設業の廃止

（一部）

（般・特－１３）第３０５号 平成１３年
１０月３１日 �今井組 今井 信夫 周桑郡丹原町大字来見

２４５－３
平成１６年
１０月１９日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１３）第５２４号 平成１４年
１月２６日 �金森土建 金森 福美 西予市城川町川津南３８

７８
平成１６年
１０月２２日 土木工事業 建設業の廃止

（般・特－１４）
第１０９６号

平成１４年
７月９日 明星建設� 宮川 賢一 東予市玉之江４１０ 平成１６年

１０月２２日 造園工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１１）第８６４９号 平成１２年
２月２８日 西川鉄筋 西川 庄一 四国中央市中曽根町３２

４－２０
平成１６年
１０月２２日 鉄筋工事業 建設業の廃止

（法人成）

（般－１３）第９３０３号 平成１３年
１２月８日 松田造園 松田 計延 南宇和郡愛南町城辺甲

４３０４
平成１６年
１０月２２日

土木工事業
造園工事業

建設業の廃止
（法人成）

（般・特－１４）
第１６５２号

平成１４年
１０月８日 丹原建設� 安藤 直康 周桑郡丹原町大字今井

２２５－１
平成１６年
１０月２６日 造園工事業 建設業の廃止

（一部）

（特－１４）第３２７７号 平成１４年
１０月１１日 宇和島海事興業� 毛利 征二 宇和島市朝日町２－４

－６
平成１６年
１０月２６日

土木工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１２）第１０８４３号 平成１２年
５月３１日 ㈲田名後建設 田名後 桂 越智郡上島町岩城１０８８

－１
平成１６年
１０月２６日

建築工事業
大工工事業

建設業の廃止
（一部）

��������������
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�愛媛県告示第２３４０号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（般－１４）第１１６９３号 平成１４年
８月３０日 �小松建設工業 藤田 重信 周桑郡小松町大字妙口

甲１０４
平成１６年
１０月２６日

土木工事業
建築工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１２）第１４５０２号 平成１２年
４月２７日 道前建設� 服部 貞之 周桑郡丹原町今井４８９

－１
平成１６年
１０月２６日 管工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１３）第１０１７９号 平成１３年
６月２９日 �伊方建設 渡辺 誠司 越智郡伯方町大字伊方

甲２３２１
平成１６年
１０月２８日

土木工事業
とび・土工工事業
舗装工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１２）第１２１５１号 平成１３年
１月５日 協立技建� 武村 健二 松山市中野町３７５－１ 平成１６年

１０月２８日 土木工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１２）第１４５８１号 平成１２年
８月９日 江口工業 江口 代典 四国中央市土居町野田

甲５２４－２
平成１６年
１０月２９日

土木工事業
建築工事業
舗装工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（法人成）

河 川 名 区 域

小支流
大川

右岸 八幡浜市大字中津川字大久保６番耕地１８７
番地先から同市大字中津川字午地６番耕地
２４０番地先まで

左岸 八幡浜市大字中津川字大久保６番耕地１５番
地先から同市大字中津川字午地６番耕地３
６０番地先まで

小支流
宇度口川

右岸 八幡浜市大字中津川字目之地６番耕地２０１
番地先から同市大字中津川字午地大川６番
耕地４０１番地先まで

左岸 八幡浜市大字中津川字目之地６番耕地２０８
番地先から同市大字中津川字午地大川６番
耕地４１５番地先まで

小支流
宮ノ前川

右岸 八幡浜市大字中津川字矢之畑６番耕地２５０
番地先から同市大字中津川字午地大川３番
耕地２６０番地先まで

左岸 八幡浜市大字中津川字矢之畑４番耕地８００
番地先から同市大字中津川字午地大川３番
耕地１８９番地先まで

小支流
古川

右岸 八幡浜市大字中津川字矢之畑３番耕地３５６
番地先から同市大字中津川字午地大川２番
耕地７５０番地先まで

左岸 八幡浜市大字中津川字矢之畑３番耕地２４番
地先から同市大字中津川字午地大川２番耕
地７００番地先まで

小支流
南谷川

右岸 八幡浜市大字中津川字午地４番耕地５５番地
先から同市大字中津川字午地大川６番耕地
２５８番地先まで

左岸 八幡浜市大字中津川字午地４番耕地８０番地
先から同市大字中津川字午地大川６番耕地
１５５番地先まで

小支流
大門川

右岸 八幡浜市大字中津川字午地６番耕地１１２番
地先から同市大字中津川字午地大川３番耕
地４５６番地先まで

左岸 八幡浜市大字中津川字午地６番耕地２２３番
地先から同市大字中津川字午地大川３番耕
地４８０番地先まで

小々支流
ウドグチ川

右岸 八幡浜市大字布喜川字ウドグチ６０６番地先
から同市大字布喜川字ウドグチ２０８番地先
まで

左岸 八幡浜市大字布喜川字ウドグチ６８０番地先
から同市大字布喜川字ウドグチ２５５番地先
まで

小支流 右岸 八幡浜市大字五反田１番耕地１５６５番地先か

大峠谷川 ら同市大字五反田１番耕地４２２番地先まで
左岸 八幡浜市大字五反田２番耕地４７４番地先か

ら同市大字五反田２番耕地１番地先まで

小々支流
谷ノ向川

右岸 八幡浜市大字国木２７番地先から同市大字五
反田１番耕地６８５番地先まで

左岸 八幡浜市大字国木１６２番地先から同市大字
五反田１番耕地６５６番地先まで

小々支流
黒岩川

右岸 八幡浜市大字国木１番耕地１７１１番地先から
同市大字五反田１番耕地１６０番地先まで

左岸 八幡浜市大字国木１番耕地１７２４番地先から
同市大字五反田１番耕地１５７番地先まで

支流
宮ノ谷川

右岸 八幡浜市大字川之内１番耕地１３６番地先か
ら同市大字川之内１番耕地４６番地先まで

左岸 八幡浜市大字川之内１番耕地１５４番地先か
ら同市大字川之内１番耕地２５４番地先まで

支流
図尾川

右岸 八幡浜市大字川之内１番耕地２３２番地先か
ら同市大字川之内１番耕地１７６番地先まで

左岸 八幡浜市大字川之内１番耕地３３９番地先か
ら同市大字川之内１番耕地３５５番地先まで

支流
勘蔵川

右岸 八幡浜市大字川之内１番耕地７３番地先から
同市大字川之内１番耕地１番地先まで

左岸 八幡浜市大字川之内２番耕地９９番地先から
同市大字川之内２番耕地１番地先まで

支流
夏持川

右岸 八幡浜市大字川之内２番耕地３３６番地先か
ら同市大字川之内２番耕地２７３番地先まで

左岸 八幡浜市大字川之内２番耕地２３８番地先か
ら同市大字川之内２番耕地２７３番地先まで

支流
奥川

右岸 八幡浜市大字川之内３番耕地５６０番地先か
ら同市大字川之内３番耕地６７５番地先まで

左岸 八幡浜市大字川之内３番耕地５７２番地先か
ら同市大字川之内３番耕地６７７番地先まで

支流
田浪川

右岸 八幡浜市大字川之内４番耕地３５５番地先か
ら同市大字川之内４番耕地３４５番地先まで

左岸 八幡浜市大字川之内９番耕地１７番地先から
同市大字川之内４番耕地３５８番地先まで

小支流
黒田川

右岸 八幡浜市大字川之内４番耕地５２１番地先か
ら同市大字川之内４番耕地５０２番地先まで

左岸 八幡浜市大字川之内９番耕地５２０番地先か
ら同市大字川之内９番耕地５０１番地先まで

支流
上谷川

右岸 八幡浜市大字川之内１番耕地７７５番地先か
ら同市大字川之内１番耕地７３１番地先まで

左岸 八幡浜市大字川之内１番耕地７７４番地先か
ら同市大字川之内１番耕地１番地先まで

支流
落合川

右岸 八幡浜市大字川之内３番耕地５４番地先から
同市大字川之内３番耕地４６番地先まで

左岸 八幡浜市大字川之内３番耕地９２番地先から
同市大字川之内３番耕地１０６番地先まで

支流
池田川

右岸 八幡浜市大字川之内４番耕地４７２番地先か
ら同市大字川之内３番耕地１番地先まで

左岸 八幡浜市大字川之内４番耕地４７１番地先か
ら同市大字川之内４番耕地４３５番地先まで

支流
樽井川

右岸 八幡浜市大字松柏甲７４１番地先から同市大
字松柏甲７１５番２地先まで

愛 媛 県 報平成１６年１１月２６日 第１６１３号
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�愛媛県告示第２３４１号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２３４２号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 知事 加戸 守行

松山市持田町１２２番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

� １区域

北宇和郡吉田町大字南君字牛川３０４９番８から同字

牛川２９０３番２１までの地先公有水面

� ２区域

北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１から同字

新田２９０３番２２までの地先公有水面

� ３区域

北宇和郡吉田町大字南君字新田２９０３番２２から同字

新田２９０３番１１までの地先公有水面

� ４区域

北宇和郡吉田町大字南君字新田２９０３番３の地先公

有水面

イ 区域

� １区域

次の�点と�点を直線で結んだ線並びに�点と�
点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．

２５メートル）の陸と公有水面との接する線により囲

まれた区域

基点（北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１の

牛川物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度１５分

５５秒、東経１３２度３１分０５秒の地点

�点は、基点から真北４１度１３分０７秒８．４３メートル
の地点

�点は、�点から真北２８６度５９分１８秒３．０１メート
ルの地点

� ２区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線並び
に�点と�点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ
．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する

線により囲まれた区域

基点（北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１の

牛川物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度１５分

５５秒、東経１３２度３１分０５秒の地点

�点は、基点から真北１９２度０７分４２秒４．１４メート
ルの地点

�点は、�点から真北１９７度２８分４３秒６．８３メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８７度２８分５０秒２．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８７度２８分３０秒１．５０メート
ルの地点

�点は、�点から真北１９７度２９分４２秒１．８０メート
ルの地点

	点は、�点から真北２８７度２９分３１秒１３．７１メー
トルの地点


点は、	点から真北２８７度２９分３０秒４．２４メート
ルの地点

�点は、
点から真北２８７度２９分４２秒２９．８０メー
トルの地点

�点は、�点から真北２８７度２９分２３秒２．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北１７度５３分０３秒６．８２メートル
の地点

� ３区域

次の点から�点までを順次直線で結んだ線並び
に�点と点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ
．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する

線により囲まれた区域

基点（北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１の

牛川物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度１５分

５５秒、東経１３２度３１分０５秒の地点

点は、基点から真北２９２度５０分０３秒５２．９７メー
トルの地点

�点は、点から真北２８４度３６分２８秒４．８０メート
ルの地点

�点は、�点から真北１４度３７分２９秒２．００メートル
の地点

�点は、�点から真北２８２度４５分２４秒５．６８メート
ルの地点

左岸 八幡浜市大字松柏甲７２４番地先から同市大
字松柏甲７２０番２地先まで

河 川 名 区 域

支流
神田中の川

右岸 北宇和郡津島町大字増穂甲７４３番地先から
同町大字増穂甲４８番地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字増穂甲７４２番地先から
同町大字増穂甲４６番地先まで

支流
内山川

右岸 北宇和郡津島町大字山財字上組３４３番地先
から同町大字山財字上組２４４番地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字山財字上組３３１番地先
から同町大字山財字上組２４３番地先まで

支流
加塚川

右岸 北宇和郡津島町大字御内字白石１番耕地１１
８５番地先から同町大字御内字井手口２番耕
地２２３番地先まで

左岸 北宇和郡津島町大字槇川字三本松３２３７番地
先から同町大字槇川字三本松３番耕地２４８
番２地先まで
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�点は、�点から真北２７９度３３分３９秒９．６６メート
ルの地点

�点は、�点から真北２７５度４４分０８秒９．６５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２７２度１６分２１秒７．８３メート
ルの地点

�点は、�点から真北２６９度１１分０３秒７．８３メート
ルの地点

�点は、�点から真北２６６度５４分５８秒３．６５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２６４度１６分２７秒９．６５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２６０度２７分０９秒９．６６メート
ルの地点

	点は、�点から真北２５６度３８分１６秒９．６５メート
ルの地点


点は、	点から真北２５２度４９分１０秒９．６５メート
ルの地点

�点は、
点から真北２４９度３５分２７秒６．６９メート
ルの地点

�点は、�点から真北２４６度２１分２０秒０．６５メート
ルの地点

点は、�点から真北３３６度００分５９秒６．４６メート
ルの地点

� ４区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線並び
に�点と�点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ
．Ｌ．＋２．２５メートル）の陸と公有水面との接する

線により囲まれた区域

基点（北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１の

牛川物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度１５分

５５秒、東経１３２度３１分０５秒の地点

�点は、基点から真北２７８度１２分０１秒１４９．８６メー
トルの地点

�点は、�点から真北１５６度０７分２１秒７．７５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２４８度５０分５２秒３．８０メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３８度５１分０８秒１．５０メート
ルの地点

�点は、�点から真北２４８度５０分２７秒４．１３メート
ルの地点

�点は、�点から真北２４８度３６分２１秒２０．００メー
トルの地点

�点は、�点から真北２４８度１５分５１秒２．８５メート
ルの地点

�点は、�点から真北５度２６分５６秒１．２４メートル
の地点

�点は、�点から真北５度２５分４６秒４．９６メートル
の地点

ウ 面積

１区域 ２１．５８平方メートル

２区域 ３６４．０１平方メートル

３区域 ７３８．６０平方メートル

４区域 １６６．７２平方メートル

合 計 １，２９０．９１平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

北宇和郡吉田町大字南君字牛川３０５５番１９から同字立

目２０９５番８までの地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の�点から�点までを順次直線で結んだ線及び�
点と�点を直線で結んだ線により囲まれた区域
基点（北宇和郡吉田町大字南君字牛川２９０３番２１の牛

川物揚場に設置された金属鋲）は、北緯３３度１５分５５秒

、東経１３２度３１分０５秒の地点

�点は、基点から真北９７度２３分１９秒４０．３６メートル
の地点

�点は、�点から真北１８２度４４分５２秒１０７．４５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８３度０８分２３秒１４６．７５メート
ルの地点

�点は、�点から真北２８３度０８分２１秒６５．００メート
ルの地点

�点は、�点から真北３３９度５６分３７秒６６．７４メート
ルの地点

�点は、�点から真北７５度４６分４９秒１４．６８メートル
の地点

�点は、�点から真北３５７度２１分１５秒５．７４メートル
の地点

�点は、�点から真北６５度０１分２５秒７．１０メートルの
地点

�点は、�点から真北１５３度０４分４７秒０．７０メートル
の地点

 点は、�点から真北６５度５４分５５秒４１．３８メートル
の地点

!点は、 点から真北６７度４１分４６秒１８．５９メートル
の地点

"点は、!点から真北７２度４４分１８秒３．３９メートルの
地点

#点は、"点から真北８０度２９分４６秒３．８９メートルの
地点

$点は、#点から真北８６度４４分１６秒３．６２メートルの
地点

%点は、$点から真北８８度４０分０５秒１９．９８メートル
の地点

�点は、%点から真北９０度４８分４０秒３．１９メートルの
地点

�点は、�点から真北９４度００分４４秒３．１４メートルの
地点

�点は、�点から真北９９度２２分５６秒３．８９メートルの
地点

�点は、�点から真北１０６度５１分１３秒２７．８０メート
ルの地点

�点は、�点から真北７３度４１分１２秒０．９７メートルの
地点
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�点は、�点から真北１０１度００分５６秒１．４３メートル
の地点

�点は、�点から真北１３度０５分２２秒１．７３メートルの
地点

�点は、�点から真北１０２度０６分４１秒２．１７メートル
の地点

�点は、�点から真北１７度４５分１９秒０．３８メートルの
地点

�点は、�点から真北１０２度５３分４７秒８．７９メートル
の地点

�点は、�点から真北１０８度００分５４秒２７．３１メート
ルの地点

�点は、�点から真北１０７度４８分０６秒２０．７３メート
ルの地点

	点は、�点から真北２０３度５９分３０秒５．５３メートル
の地点


点は、	点から真北１０６度５９分４３秒１０．３６メート
ルの地点

ウ 面積

２４，１７１．２１平方メートル

３ 埋立地の用途

道路用地 約 ９００平方メートル

漁港施設用地 約 ３４０平方メートル

水路用地 約 ５０平方メートル

合 計 約１，２９０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１６年１１月１８日

�������
�愛媛県告示第２３４３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する

同法第１４条第１項の規定に基づき、東温市長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（東温市都市計画図修正業務）

２ 作業期間 平成１６年１２月１日から

平成１７年３月２０日まで

３ 作業地域 東温市都市計画区域

�������
�愛媛県告示第２３４５号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号

の規定により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

東温市横河原字桟敷２０７番

２ 申請人の住所氏名

東温市横河原２０１番地２

和田 澄子

３ 図面省略

�������
�愛媛県告示第２３４６号
愛媛県県営住宅管理条例（昭和３５年愛媛県条例第１５号）第

９条第２項の規定に基づき、公営住宅法施行令（昭和２６年政

令第２４０号）第２条第１項第４号に規定する数値を次のとお

り変更し、平成１７年４月分の家賃から適用する。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３４４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２３４７号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定

により告示する。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６西局建（開）第１３号

平成１６年１１月１６日
西条市下島山字北三楽甲１３１３番１及び甲１３１３番７

西条市喜多川２６６番地１
エース住宅株式会社
代表取締役 久 門 孝 志

設置所在地名 団 地 名 建設年度 構 造 別 数 値

西条市小松町
新屋敷 新 屋 敷 ４５～４７ 準 耐 ０．６０５０

西条市国安 東 予 ５２ 耐 火 ０．６３４０

西条市国安 東 予 ５６・５７ 耐 火 ０．６０９０

西条市丹原町
大字池田 御陣屋南 １３ 木 造 ０．６４８０

北条市久保 鹿 峰 ４２～４５ 準 耐 ０．５９７０

北条市中須賀 中 須 賀 ４９～５２ 耐 火 ０．６１６０

��������������

��������������
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公 告

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成１６年１１月１６日あったので公

表する。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１６年度年末一時金に関する事項・その他

２ 日時 平成１６年１１月３０日正午から本問題が解決に至るま

での期間

３ 場所 財団法人正光会今治病院

（今治市高市甲７８６－１３）

財団法人正光会宇和島病院

（宇和島市柿原１２８０番地）

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為

を単独又は併用して実施する。

�������
�公 告

砂利採取業務主任者試験の合格者の発表について

平成１６年１１月１２日に実施した砂利採取業務主任者試験の合

格者は、次のとおりである。

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１６年１１月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県教育委員会告示第１７号
博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第２項に規定する公立博物館として、同法第１２条の規定に基づき、次のように登

録した。

平成１６年１１月２６日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

宇第
４４号

宇和島市御幸町二丁目１番１号 愛媛県猟友会宇和島支部 宇和島市御幸町二丁目１番１号
�村上銃砲火薬店内
宇和島地区猟友会

平成１６年１１月９日

受験番号 氏 名

１ 飯 尾 和 之

教育委員会告示

設置者の名称 名 称 所 在 地 登 録 年 月 日 登録番号

宮 窪 町 村上水軍博物館 越智郡宮窪町大字宮窪１２８５番地 平成１６年１１月１６日 第１４号

伊 方 町 町見郷土館 西宇和郡伊方町二見字コウチ甲８１３番地１ 平成１６年１１月１６日 第１５号
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